
広島市条例第２３号

令和８年３月２７日

広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正す

る条例

広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例（昭和２７年広島市条例

第３９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「とき」の右に「及び広島市医師会運営・安芸市民病院介護医

療院（以下「安芸市民病院介護医療院」という。）において介護医療院サ

ービス（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２９項に規定す

る介護医療院サービスをいう。）その他の業務を行うとき」を加える。

第２条第１項第１号中「６，６００円」を「８，９００円」に改め、同

項第２号ア中「１，３５０円」を「３，０１０円」に改め、同号イ中「４，

０７０円」を「６，０３０円」に改め、同号ウ中「３７０円」を「１，５

４０円」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 安芸市民病院介護医療院の使用料及び手数料の額は、次のとおりとす



る。

(1) 使用料

介護保険法第４８条第２項の費用の算定の例により算定した額

(2) 手数料

証明書料 １通につき １，５４０円

第５条中「安芸市民病院」の右に「及び安芸市民病院介護医療院」を加

える。

附 則

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、第２条第１

項第２号アの改正規定、同号イの改正規定及び同号ウの改正規定並びに

附則第３項の規定は、同年６月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前の特別病室の使用に係る特別病室差額使用料に

ついては、なお従前の例による。

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日前に請求のあった広島

市医師会運営・安芸市民病院における診断書又は証明書の作成に係る手

数料については、なお従前の例による。


